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高千穂町申請書作成支援システム導入業務仕様書

1. 目的
現在、住民が窓口で住民票や印鑑登録証明書などを取得する際、申請書を手書きで記入する必要があり、氏名や住所など同じ内容を繰り返し書く負担が生じている。さらに、手書きによる記入漏れや誤りが発生し、その訂正に時間がかかることがある。
このため、マイナンバーカードや運転免許証に記載された情報などを活用して申請書を自動作成できる仕組みを導入し、申請手続における住民の負担を軽減するとともに、将来の窓口運用の見直しにも柔軟に対応できる申請書作成支援システム（書かない窓口）を整備し、窓口での住民サービスの一層の向上を目指すことを目的とする。

2. 業務の名称
　高千穂町申請書作成支援システム導入業務（以下「本業務」という。）

3. 本業務の範囲
　本業務の範囲は、次のとおりとする。
（１）高千穂町申請書作成支援システム （以下、「本システム」という。）に必要な機器の調達
　　　　（２）初期構築作業
　　　　（３）システム導入に係るプロジェクト管理
　　　　（４）操作研修
　　　　なお、本仕様書に基づく調達の過程で明らかとなる作業及び受注者が提案時に必要とした作業は、原則、本業務の範囲とする。

4. 履行期間
　契約締結日から令和８年１０月３０日まで

5. 納品図書

以下に示すドキュメントについて、物品納品時に提出すること。

（1） 納入物品一覧表（個体を識別できる製造番号等記載）
（2） 納品物の仕様を確認できる資料
（3） 操作マニュアル

6. 費用の考え方
　　構築費用はシステム導入にあたり、３．本業務の範囲に係る一切の費用を含めるこ
　　と。

7. 業務の要件
導入機器及び導入業務は、「物品仕様書」のとおりとする。

8. 納入場所
高千穂町役場内（宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１３）

9. 納品及び検査
(１) 納品に要する費用は、受注者の負担とする。
(２) 物品を納入するときは、納品完了届、納品図書と共に物品の検査を受けなけれ
ばならない。
(３) 全ての納品物の検査に合格した時をもって、引き渡しを完了したものとし、所
有権が受注者から本町に移転するものとする。
(４) 検査時に納入品が本仕様を満たしていないことが確認された場合は、受注者の
負担において速やかに仕様を満たす製品に交換を行うこと。この場合に生ずる
費用については、全て受注者の負担とする。

10. 損害・危険負担	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機器の引き渡し完了前に生じた物品の亡失、毀損等による損害及び天災その他不可抗力による損害は、全て受注者の負担とする。
11.　その他	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(１) 納品物の納品場所の詳細については、本町に確認のうえ納品すること。
(２) 納品物の空箱や梱包材等の不用品は、受注者が持ち帰り廃棄すること。
(３) 本仕様書に明記されていない事項であっても当然必要と認められる事項については、受注者の責任において充足すること。
(４) 物品納入については発注者の業務に支障のないよう配慮し、計画的に行うこと。
(５) 本町が必要と認めた指示事項はその事項に従うこと。
(６) 中古品及びリサイクル品等は不可とする。
(７) 契約後やむを得ない事情により納入日に遅れが生じる場合は、直ちに本町に申し出ることで協議に応じる。


物品仕様書
（１）申請書記載補助システム　４式（基準品：PFU社Caora）
　以下の仕様を備えたものとする。
	No
	項目
	要件（内容）

	1
	機能配置・構成
	申請書記載補助システムはタブレットにインストールしたアプリケーション及び顔認証機能付認証装置、およびプリンターとの組み合わせで「申請書発行機能」を実現すること。

	2
	
	タブレットパソコンとは別にタッチパネルモニターを設置し、申請を行う住民はタッチパネルモニターを使用した申請ができるようにすること。タブレットパソコンは職員に向けて配置すること。

	3
	
	顔認証機能付認証装置の顔認証機能はタブレットパソコン側の顔認証エンジンではなく、認証装置の本体に搭載されたエンジンで実施すること。

	4
	
	タブレットパソコンと顔認証機能付認証装置はそれぞれが任意の向きで設置することが可能であること。

	5
	
	申請書記載補助システムは、作業用PCにインストールしたアプリケーションで「管理機能」を実現すること。

	6
	既存業務システムへの影響
	申請書記載補助システムは、既存の窓口業務ならびに業務システムの変更や教育を必要としない仕組みを考慮すること。

	7
	申請書選択機能
	タッチパネルモニターで印刷したい申請書を選択できること。

	8
	
	申請書選択の際、３階層以上の選択により容易に申請書を選択できること。

	9
	本人確認書類の書類
	マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書（以下、「本人確認書類」とする。）から選択・使用できること。

	10
	本人確認書類から読取る情報
	本人確認書類から氏名、住所、生年月日、性別を読み取れること。

	11
	本人確認書類の画像印刷
	本人確認書類の券面(表および裏)の画像を印刷できること。

	12
	氏名・住所の画像印刷
	旧字(外字)が入った氏名や住所などの場合、テキスト文字列ではなく画像を切り取って印刷することができること。

	13
	本人確認書類へのアクセス方式

	各本人確認書類から情報を読み取る際にパスワード入力を不要とすること。

	14
	
	マイナンバーカードにおいてはICチップ内の情報を読取り可能とすること。(その他の本人確認書類は券面の情報を出力すること。）

	15
	
	本人情報を、各種申請書の任意の項目に反映できること。

	16
	本人確認
	本人確認書類から読み出した顔写真と利用者の顔を照合する顔認証機能を有すること。

	17
	申請書印刷機能
	画面上から作成した申請書の印刷が行えること。

	18
	申請書メンテナンス機能
	本町で利用しているどのような申請書でもPNG形式(画像ファイル)とすることでシステムに登録・利用可能なこと。

	19
	
	職員が容易に申請書を追加・変更できること。

	20
	
	保存した申請書メンテナンス結果をタブレットパソコンに適用する機能を提供すること。

	21
	住民操作画面メンテナンス機能

	表示言語を最大10か国語登録できること。

	22
	
	職員が容易に各画面の文言を変更できること。

	23
	
	職員が容易に不要な画面のスキップ設定ができること。

	24
	
	全ての操作について、画面イメージを表示確認しながら設定できること。

	25
	サイズと重量
	約167mm×230mm×196mm（幅、奥行、高さ）以下、
本体重量約1.7㎏以下。

	26
	付属品等
	覗き見防止フィルター（システム純正品）、USBケーブル、セキュリティワイヤ、耐震ゴム。










(２)　タブレットパソコン　４台
　以下の仕様を備えたものとする。
	No
	項目
	要件（内容）

	1
	OS
	OSはWindows11Pro（64bit)であること。

	2
	CPU
	CPUは「Intel Core i5 1335U 」以上の性能を有すること。

	3
	メインメモリ
	メモリは8GB以上の性能を有すること。

	4
	ディスプレイ
	モニタは12.3型以上タッチパネルを搭載し、解像度（1920×1280）を有すること。

	5
	ストレージ
	ストレージはSSD形式で、256GB以上の容量を有すること。

	6
	無線LAN
	無線LAN規格はWi-Fi6E IEEE802.11axに対応すること。
また、Bluetooth5.3に対応すること。

	7
	セキュリティ
	セキュリティチップTPM（TCG v2.0）搭載していること。

	8
	インターフェース
	USB TYPE-C ポート 2口以上　を有すること。

	9
	バッテリー
	JEITA 3.0＊69準拠のアイドル時約13時間稼働の性能を有すること。

	10
	サイズと重量
	283mm×205mm×11mm（縦、横、高さ）以下、
本体重量730g以下。

	11
	付属品
	下記のものを付属させること
・セキュリティワイヤ
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・タブレット用スタンド
・耐震ゴム












（３）タッチパネルモニター　４台
　以下の仕様を備えたものとする。
	No
	項目
	要件（内容）

	1
	パネルタイプ
	TFT21.5型ワイド／ADSパネル

	2
	液晶パネル表面処理
	非光沢

	3
	解像度
	解像度は1920×1080以上を有すること。

	4
	最大輝度
	212㏅/㎡

	5
	映像入力端子
	HDMI×1、DVI-D×1、アナログRGB×1

	6
	USBポート
	【タッチ操作】USB Std-B×1：USB 2.0

	7
	タッチ点数
	10点マルチタッチ

	8
	サイズと重量
	490㎜×50㎜×296㎜（幅、奥行、高さ）以下
本体重量3.6㎏以下

	9
	付属品等
	下記のものを付属させること。
HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、セキュリティワイヤ、のぞき見防止フィルター



（４）導入業務
以下の仕様を備えたものとする。
	設置及び設定について

	１　指定された場所へ設置を行い、盗難防止・耐震措置を行うこと。
２　設置に関して電源タップ等必要であれば準備を行うこと。
３　必要なソフトウエア等をインストールし納品すること。
４　帳票に関しては、最大５種類まで初期登録を行うこと。
５　申請書等設定の操作指導を行うこと。
６　各種操作マニュアルを提出すること。
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